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○江別市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成２９年３月２４日市長決裁 

改正 

平成３０年１月１５日 

平成３０年３月２９日 

平成３０年７月３１日 

平成３０年９月２５日 

平成３１年３月２７日 

令和元年９月２７日 

令和３年３月２９日 

令和４年３月１４日 

令和４年９月２１日 

令和６年３月２９日 

令和６年５月２２日 

令和７年３月３１日 

江別市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」と

いう。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、この要綱で定めるもののほか、法、介護保険法

施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）で使用する用語の例による。 

（実施事業等） 

第３条 市は総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。 

(1) 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する第１号事業（以下「第１号事業」と

いう。） 

(2) 法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業（以下「一般介護予防事業」と

いう。） 

２ 前項各号に掲げる事業において提供するサービスの種類、実施方法、内容等は、別表

第１のとおりとする。 

（サービスの提供方法） 

第４条 総合事業において提供するサービスは、市が直接実施するほか、次の各号のいず

れかの方法により実施するものとする。 

(1) 法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」とい

う。）により実施する方法 

(2) 省令第１４０条の６９に定める基準に適合する者に委託して実施する方法 

（指定事業者の責務） 

第５条 指定事業者は、当該指定に係るサービスの利用者の意思及び人格を尊重し、常に
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利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定事業者は、当該指定に係るサービスを実施するに当たっては、地域との結び付き

を重視し、市、介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを

提供する者との連携に努めなければならない。 

３ 指定事業者は、江別市暴力団排除条例（平成２５年条例第３８号）第２条第２号に規

定する暴力団員の支配を受け、又はこれと密接な関係を有してはならない。 

（訪問サービスの指定の基準） 

第６条 訪問サービスに係る指定事業者の指定の基準は、省令第１４０条の６３の６第１

号イに規定する旧指定介護予防サービス等基準（以下「旧基準」という。）に規定する

旧介護予防訪問介護に係る基準とする。この場合において、旧基準第３７条第２項の規

定の適用については、同項中「２年間」とあるのは「５年間」と読み替えるものとする。 

（通所サービスの指定の基準） 

第７条 通所介護相当通所サービスに係る指定事業者の指定の基準は、旧基準に規定する

旧介護予防通所介護に係る基準を準用する。この場合において、旧基準第１０６条第２

項の規定については、同項中「２年間」とあるのは「５年間」と読み替えるものとする。 

２ 緩和型通所サービスに係る指定事業者の指定の基準は、旧基準に規定する旧介護予防

通所介護に係る基準（第９７条第１項第１号の規定を除く。）を準用する。この場合に

おいて、同基準の規定中別表第２左欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句を、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

（対象者） 

第８条 第１号事業の対象者は、別表第３の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表の対象者

の欄に掲げる者とする。 

２ 一般介護予防事業の対象者は、法第１１５条の４５第１項に規定する被保険者のうち

第１号被保険者とする。 

（訪問事業及び通所事業の利用手続） 

第９条 第１号事業のうち、訪問事業又は通所事業のサービスを利用しようとする居宅要

支援被保険者（以下「要支援者」という。）は、介護予防サービス計画作成・介護予防

ケアマネジメント依頼（変更）届出書（第１号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 第１号事業のうち、訪問事業又は通所事業のサービスを利用しようとする省令第１４

０条の６２の４第２号に規定する第１号被保険者（以下「事業対象者」という。）は、

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（第２号様式）を市長に提出するものと

する。 

（サービスの利用申請） 

第１０条 第１号事業のうち、市が直接実施するサービス又は委託により実施するサービ

スを利用しようとする要支援者及び事業対象者（以下「要支援者等」という。）は、介

護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業）利用申請書（第３号様式）を市長に提出

するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、

介護予防・日常生活支援総合事業（第１号事業）利用決定通知書（第４号様式）により、

当該申請を行った者に通知するものとする。 
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（利用料等） 

第１１条 第１号事業において提供するサービスの利用者は、法第１１５条の４５第１０

項の規定に基づき、別表第３に掲げる利用料を負担するものとする。 

２ 第１号事業において提供するサービスを利用する場合において、別表第３に掲げる利

用料とは別に食費等の実費が生じるときは、その費用は当該利用者の負担とする。ただ

し、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

３ 前２項に規定する利用料等は、当該サービスを提供する者が徴収する。 

（支給費の額） 

第１２条 第１号事業において指定事業者が提供するサービスに係る支給費（以下「第１

号事業支給費」という。）の額は、１０円に別表第３に掲げる単位数を乗じて得た額に

１００分の９０を乗じて得た額とする。 

２ 政令第２９条の２第１項の規定により算定した所得の額が同条第２項に規定する額以

上である者（次項に該当する者を除く。）にあっては、法第５９条の２第１項の規定の

例により、前項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」と読み替えるもの

とする。 

３ 政令第２９条の２第４項の規定により算定した所得の額が同条第５項に規定する額以

上である者にあっては、法第５９条の２第２項の規定の例により、第１項中「１００分

の９０」とあるのは「１００分の７０」と読み替えるものとする。 

（支給限度額） 

第１３条 第１号事業支給費に係る限度額（以下「支給限度額」という。）は、次に掲げ

る利用者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 要支援者 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等

区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３３号。次号において「告示」とい

う。）に規定する区分支給基準限度額を基礎として、法第５５条第１項の規定により

算定した額 

(2) 事業対象者 告示に規定する要支援１の区分支給限度基準額（市長が特に必要と

認める場合は、告示に規定する要支援２の区分支給限度基準額）を基礎として法第５

５条第１項の規定により算定した額 

２ 前項の規定にかかわらず、第１号事業支給費と法第５３条第１項に規定する介護予防

サービス費の両方の支給を受ける要支援者に対し支給する第１号事業支給費は、支給限

度額から当該要支援者が支給を受ける介護予防サービス費に相当する額を差し引いた額

を上限として支給するものとする。 

（高額総合事業サービス費の支給） 

第１４条 市長は、第１号事業のうち指定事業者が提供するサービスについて、当該サー

ビスに係る利用者の負担額が著しく高額であるときは、法第６１条に規定する高額介護

予防サービス費及び法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費（以下

「高額介護予防サービス費等」という。）に相当する額を高額総合事業サービス費とし

て要支援者等に対し支給するものとする。 

２ 前項の高額総合事業サービス費の算定方法は、高額介護予防サービス費等の例による

ものとする。 
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（支払方法の変更） 

第１５条 市長は、保険料を滞納している要支援者等が、当該保険料の納期限から１年が

経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認め

る場合を除き、法第６６条の規定の例により、法第１１５条の４５の３第３項の規定を

適用しないことができる。 

（支払の一時差止） 

第１６条 市長は、第１号事業支給費を受ける要支援者等が保険料を滞納し、かつ、当該

保険料の納期限から１年６月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合におい

ては、特別の事情があると認める場合を除き、法第６７条の規定の例により、第１号事

業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。 

２ 市長は、前条の規定により支払方法の変更を受けている要支援者等であって、前項の

規定による第１号事業支給費の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、

なお滞納している保険料を納付しない場合においては、法第６７条の規定の例により、

あらかじめ、当該要支援者等に通知して、当該一時差止に係る第１号事業支給費の額か

ら当該要支援者等が滞納している保険料額を控除することができる。 

（給付制限） 

第１７条 市長は、第１号事業支給費を受ける要支援者等について保険料徴収権消滅期間

があるときは、特別の事情があると認める場合を除き、法第６９条の例により、第１号

事業支給費の給付を制限することができる。この場合において、給付を制限する期間

（以下この条において「制限期間」という。）の算定は、政令第３４条に規定する給付

額減額期間の算定の例によるものとする。 

２ 前項に規定する給付の制限期間に利用した指定事業者によるサービスに係る第１号事

業支給費は、１０円に別表第３に掲げる単位数を乗じて得た額に第１２条第１項又は第

２項の適用を受ける者にあっては１００分の７０を、同条第３項の適用を受ける者にあ

っては１００分の６０を乗じて得た額とする。 

３ 第１項に規定する給付の制限期間に利用した指定事業者によるサービスに要する費用

については、第１４条の規定は適用しない。 

（補則） 

第１８条 総合事業の実施に関し、この要綱に定めのない事項は地域支援事業実施要綱

（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）の規定による

ものとし、この要綱及び地域支援事業実施要綱のいずれにも定めのない事項は市長が定

めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（江別市通所型介護予防事業実施要綱の廃止） 

２ 江別市通所型介護予防事業実施要綱（平成２１年１０月１日市長決裁）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 施行日の前日以前に要支援の認定を受け、かつ、当該認定の有効期間が施行日を超え

る要支援者にあっては、市長が特に必要と認めた者を除き、当該認定に係る有効期間が
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満了するまでの間のサービスの利用は、なお従前の例による。 

（令和３年度における新型コロナウイルス感染症に係る単位数の特例） 

４ 令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの間における訪問型サービス及び通所

型サービスに係るサービス費並びに介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネ

ジメント費の単位数の計算については、当該単位数に１，０００分の１を乗じて得た数

を加えるものとする。この場合において、加える単位数が１単位に満たない場合は、１

単位に切り上げて算定するものとする。 

５ 令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの間における基準緩和型通所サービス

に係るサービス費の単位数については、当該単位数に、週１回程度利用の場合は１単位

を、週２回程度利用の場合は２単位を加えるものとする。 

附 則（平成30年１月15日） 

この要綱は、平成30年１月15日から施行する。 

附 則（平成30年３月29日） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年７月31日） 

この要綱は、平成30年８月１日から施行する。 

附 則（平成30年９月25日） 

この要綱は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月27日） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月27日） 

この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月29日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月14日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月21日） 

この要綱は、令和４年10月１日から施行する。 

附 則（令和６年５月２２  日） 

この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月３１  日） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

事業 サービス 実施方法 内容 

第

１

号

訪問事業 訪問サービス 指定事業者によ

る実施 

居宅において日常生活上の支援を

行う（旧介護予防訪問介護に相当

するサービス）。 
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事

業 

通所事業 通所介護相当通

所サービス 

指定事業者によ

る実施 

通所施設において日常生活上の支

援や機能訓練を行う（旧介護予防

通所介護に相当するサービス）。 

緩和型通所サー

ビス 

指定事業者によ

る実施 

通所施設において日常生活上の支

援や機能訓練を行う（旧介護予防

通所介護の基準を一部緩和した基

準により行うサービス）。 

短期集中通所サ

ービス 

直接実施又は委

託による実施 

通所施設において運動機能向上等

のための短期集中的な支援を行

う。 

介護予防

支援事業 

介護予防ケアマ

ネジメント 

直接実施又は委

託による実施 

心身の状況、置かれている環境そ

の他の状況に応じて適切なサービ

スが包括的かつ効率的に提供され

るよう必要な援助を行う。 

一

般

介

護

予

防

事

業 

一般介護

予防事業 

― 

直接実施又は委

託による実施 

被保険者の介護予防に関する知識

の普及啓発及び被保険者自身の介

護予防に対する取組への支援を行

う。 

別表第２（第７条関係） 

読み替える旧基準の規定 読み替えられる字句 読み替え字句 

第９７条第１項第４号 １以上 利用者に対して日常生活

を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を

行う場合は、指定介護予防

通所介護の単位ごとに、当

該訓練を行うために必要と

認められる数 

第９７条第２項 場合 場合又は他の事業所、病

院、診療所等の看護職員と

の連携により緊急時等の対
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応が可能である場合 

第９７条第７項 第１項の生活相談員又は 第１項第３号の 

第９９条第２項第１号イ ものとし、その合計した

面積は、３平方メートルに

利用定員を乗じて得た面積

以上とすること 

ものとする 

第９９条第２項第１号ロ 食事の提供の際にはその

提供に支障がない広さを確

保でき、かつ、機能訓練を

行う際にはその実施に支障

がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所

とすることができる 

既存施設の飲食、談話及

び機能訓練のための設備を

活用することができる場合

であって、利用者に対する

指定介護予防通所介護の提

供に支障がないときは、専

用の設備を設けないことが

できる 

第９９条第２項第２号 こと こと。ただし、相談時に

プライバシーの確保を適切

に行うことができる場合

は、食堂、機能訓練室等と

同一の場所とすることがで

きる 

第１０６条第２項 ２年間 ５年間 

第１０７条 第３０条から第３６条ま

で 

第３０条から第３５条ま

で 

「介護予防通所介護従事

者」と 

「介護予防通所介護従事

者」と、同条「しなければ

ならない。」とあるのは

「しなければならない。た

だし、事業所内に当該事項

を記載した書類を備え付

け、容易に利用者による閲

覧が可能である場合は、こ

の限りでない。」と 

第１０９条第２号 ものとする。 ものとする。ただし、次
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のイからハまでのいずれに

も該当する場合は、介護予

防通所介護計画を作成しな

いことができるものとし、

この場合においては、次号

から第６号まで及び第９号

から第１２号までの規定は

適用しない。 

イ 介護予防支援事業所に

おいて、日常生活全般の

状況における課題に関す

るアセスメント及び課題

分析が行われ、具体的な

サービス内容を記載した

ケアプランが作成されて

いること。 

ロ イのケアプランに基づ

き、指定介護予防通所介

護の提供を行うことにつ

いて、利用者の同意を得

ていること。 

ハ 少なくとも１月に１回

は、利用者の状態、今後

の課題等について、当該

ケアプランを作成した介

護予防支援事業所と情報

の共有を行う体制が構築

されていること。 

別表第３（第８条、第１１条、第１２条関係） 

（１） 訪問サービス 

種類 対象者 単位数 利用料 

ア （ ア

） 

訪問型サービス

１１（週１回程

度の訪問（６０

分以上）） 

要支援１・

２ 

１月につき１，１７

６単位（３９単位／

日） 

１０円に単位数

を乗じて得た額

の１０／１００

（第１２条第２

項の適用を受け

る者は２０／１（ イ

） 

訪問型サービス

１１（週１回程

要支援１・

２ 

１月につき１，０５

８単位（３５単位／
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度の訪問（４５

分以上６０分未

満）） 

日） ００、同条第３

項の適用を受け

る者は３０／１

００、第１７条

に規定する給付

制限を受けてい

る者のうち、第

１２条第１項又

は第２項の適用

を受ける者は３

０／１００、同

条第３項の適用

を受ける者は４

０／１００）に

相当する額 

（ ウ

） 

訪問型サービス

１１（週１回程

度の訪問（４５

分未満）） 

要支援１・

２ 

１月につき９４１単

位（３１単位／日） 

イ （ ア

） 

訪問型サービス

１２（週２回程

度の訪問（６０

分以上）） 

要支援１・

２ 

１月につき２，３４

９単位（７７単位／

日） 

（ イ

） 

訪問型サービス

１２（週２回程

度の訪問（４５

分以上６０分未

満）） 

要支援１・

２ 

１月につき２，１１

４単位（７０単位／

日） 

（ ウ

） 

訪問型サービス

１２（週２回程

度の訪問（４５

分未満）） 

要支援１・

２ 

１月につき１，８７

９単位（６２単位／

日） 

ウ （ ア

） 

訪問型サービス

１３（週２回を

超える程度の訪

問 （ ６ ０ 分 以

上）） 

要支援２ １月につき３，７２

７単位（１２３単位

／日） 

 

（ イ

） 

訪問型サービス

１３（週２回を

超える程度の訪

問（４５分以上

６０分未満）） 

要支援２ １月につき３，３５

４単位（１１０単位

／日） 

（ ウ

） 

訪問型サービス

１３（週２回を

超える程度の訪

問 （ ４ ５ 分 未

要支援２ １月につき２，９８

２単位（９８単位／

日） 
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満）） 

エ （ ア

） 

訪問型サービス

２１（１月に８

回までの標準的

な 内 容 の 訪 問

（ ６ ０ 分 以

上）） 

要支援１・

２ 

１回につき２８７単

位 

 

（ イ

） 

訪問型サービス

２１（１月に８

回までの標準的

な 内 容 の 訪 問

（４５分以上６

０分未満）） 

要支援１・

２ 

１回につき２５８単

位 

（ ウ

） 

訪問型サービス

２１（１月に８

回までの標準的

な 内 容 の 訪 問

（ ４ ５ 分 未

満）） 

要支援１・

２ 

１回につき２３０単

位 

オ （ ア

） 

訪問型サービス

２３（１月に８

回までの生活援

助が中心の訪問

（ ４ ５ 分 以

上）） 

要支援１・

２ 

１回につき２２０単

位 

 

（ イ

） 

訪問型サービス

２２（１月に８

回までの生活援

助が中心の訪問

（ ４ ５ 分 未

満）） 

要支援１・

２ 

１回につき１７９単

位 

カ 初回加算 
― 

１月につき２００単

位 

 

キ （ ア 生活機能向上連 ― １月につき１００単  
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） 携加算Ⅰ 位 

（ イ

） 

生活機能向上連

携加算Ⅱ 
― 

１月につき２００単

位 

ク 口腔連携強化加算 ― 月１回限度５０単位  

ケ 介護職員等処遇改善加算

（Ⅰ） ― 

１月につき所定単位

×２４５／１，００

０単位 

 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅱ） ― 

１月につき所定単位

×２２４／１，００

０単位 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅲ） ― 

１月につき所定単位

×１８２／１，００

０単位 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅳ） ― 

１月につき所定単位

×１４５／１，００

０単位 

備考 

１ アからオまでのサービスについて、事業所と同一建物の利用者（同一建物の利用

者５０人以上にサービスを行う場合を除く。）又はこれ以外の同一建物の利用者２

０人以上にサービスを行う場合は、当該サービスの単位数に９０／１００を乗じて

得た数を当該サービスの単位数とし、同一建物の利用者５０人以上にサービスを行

う場合は、当該サービスの単位数に８５／１００を乗じて得た数を当該サービスの

単位数とする。ただし、国が定める基準に該当する事業所が、同一建物の利用者

（同一建物の利用者５０人以上にサービスを行う場合を除く。）にサービスを行う

場合は、当該サービスの単位数に８８／１００を乗じて得た数を当該サービスの単

位数とする。 

２ アからオまでのサービスについて、国が定める中山間地域等で小規模事業所がサ

ービスを行う場合は、当該サービスの単位数に１０／１００を乗じて得た数を当該

サービスの単位数に加える。 

３ アからオまでのサービスについて、国が定める高齢者虐待防止措置の基準を満た

さない場合は、当該アからオまでのサービスの単位数から次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に掲げる単位数を減ずる。 

（１） ア １２単位／月（１単位／日） 

（２） イ ２３単位／月（１単位／日） 

（３） ウ ３７単位／月（１単位／日） 
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（４） エ ３単位／回 

（５） オ ２単位／回 

４ アからオまでのサービスについて、国が定める業務継続計画の基準を満たさない

場合は、当該アからオまでのサービスの単位数から次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる単位数を減ずる。 

(１) ア 12単位／月（１単位／日） 

(２) イ 23単位／月（１単位／日） 

(３) ウ 37単位／月（１単位／日） 

(４) エ ３単位／回 

(５) オ ２単位／回 

５ ケの所定単位は、アからクまでにより算定した単位数の合計とする。 

６ ケ及び備考第２項により加算した単位数に係る第１号支給費は、第１３条に規定

する支給限度額の管理の対象外とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、加算及び減算の適用に関する基準は、省令第１４０

条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準に準じる。 

（２） 通所介護相当通所サービス 

種類 対象者 単位数 利用料 

ア （ア） 通所型サービ

ス（週１回程

度の通所（４

時間以上）） 

要支援１ １月につき１，７９８

単位（５９単位／日） 

１０円に単位数

を乗じて得た額

の１０／１００

（第１２条第２

項の適用を受け

る者は２０／１

００、同条第３

項の適用を受け

る者は３０／１

００、第１７条

に規定する給付

制限を受けてい

る者のうち、第

１２条第１項又

は第２項の適用

を受ける者は３

０／１００、同

条第３項の適用

を受ける者は４

０／１００）に

（イ） 通所型サービ

ス（週１回程

度の通所（４

時間未満）） 

要支援１ １月につき１，４３８

単位（４７単位／日） 

イ （ア） 通所型サービ

ス（週２回程

度の通所（４

時間以上）） 

要支援２ １月につき３，６２１

単位（１１９単位／

日） 

（イ） 通所型サービ

ス（週２回程

度の通所（４

時間未満）） 

要支援２ １月につき２，８９７

単位（９５単位／日） 

ウ （ア） 通所型サービ

ス（週１回程

要支援２ １月につき１，７９８

単位（５９単位／日） 
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度の通所（４

時間以上）） 

相当する額 

（イ） 通所型サービ

ス（週１回程

度の通所（４

時間未満）） 

要支援２ １月につき１，４３８

単位（４７単位／日） 

エ 生活機能向上グループ

活動加算 
― 

１月につき１００単位  

オ 若年性認知症利用者受

入加算 
― 

１月につき２４０単位  

カ 栄養アセスメント加算 ― １月につき５０単位  

キ 栄養改善加算 ― １月につき２００単位  

ク 口 腔 機 能 向 上 加 算

（Ⅰ） 
― 

１月につき１５０単位  

口 腔 機 能 向 上 加 算

（Ⅱ） 
― 

１月につき１６０単位 

ケ 一体的サービス提供加

算 
― 

１月につき４８０単位  

コ 生活機能向上連携加算

（Ⅰ）（３月に１回ま

で） 

― 

１月につき１００単位  

生活機能向上連携加算

（Ⅱ） 
― 

１月につき２００単位 

サ 口腔・栄養スクリーニ

ング加算（Ⅰ）（６月

に１回まで） 

― 

１回につき２０単位  

口腔・栄養スクリーニ

ング加算（Ⅱ）（６月

に１回まで） 

― 

１回につき５単位 

シ 科学的介護推進体制加 ― １月につき４０単位  
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算 

ス サービス提

供体制強化

加算（Ⅰ） 

通所型サ

ー ビ ス

（週１回

程度） 

― 

１月につき８８単位  

通所型サ

ー ビ ス

（週２回

程度） 

― 

１月につき１７６単位 

サービス提

供体制強化

加算（Ⅱ） 

通所型サ

ー ビ ス

（週１回

程度） 

― 

１月につき７２単位 

通所型サ

ー ビ ス

（週２回

程度） 

― 

１月につき１４４単位 

サービス提

供体制強化

加算（Ⅲ） 

通所型サ

ー ビ ス

（週１回

程度） 

― 

１月につき２４単位 

通所型サ

ー ビ ス

（週２回

程度） 

― 

１月につき４８単位 

セ 介護職員等処遇改善加

算（Ⅰ） 
― 

１月につき所定単位×

９２／１０００単位 

 

介護職員等処遇改善加

算（Ⅱ） 
― 

１月につき所定単位×

９０／１０００単位 

介護職員等処遇改善加

算（Ⅲ） 
― 

１月につき所定単位×

８０／１０００単位 

介護職員等処遇改善加 ― １月につき所定単位×
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算（Ⅳ） ６４／１，０００単位 

備考 

１ アからウまでのサービスについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、当該

サービスの単位数に７０／１００乗じて得た数を当該サービスの単位数とする。 

２ アからウまでのサービスについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

は、当該サービスの単位数に７０／１００を乗じて得た数を当該サービスの単位数

とする。 

３ アからウまでのサービスについて、国が定める高齢者虐待防止措置の基準を満た

さない場合は、当該アからウまでのサービスの単位数から次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に掲げる単位数を減ずる。 

（１） ア及びウ １８単位／月 

（２） イ ３６単位／月 

４ アからウまでのサービスについて、国が定める業務継続計画の基準を満たさない

場合は、当該アからウまでのサービスの単位数から次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる単位数を減ずる。 

（１） ア及びウ １８単位／月 

（２） イ ３６単位／月 

５ アからウまでのサービスについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一の建

物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、当該アからウまでのサービスの

単位数から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる単位数を減ずる。 

（１） ア及びウ ３７６単位／月 

（２） イ ７５２単位／月 

６ アからウまでのサービスについて、居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、

片道につき４７単位（ア及びウを算定している場合は３７６単位を、イを算定して

いる場合は７５２単位を限度とする。）を減ずる。 

７ セの所定単位は、アからスまでにより算定した単位数の合計とする。 

８ ス及びセにより加算した単位数並びに備考第６項で減算した単位数に係る支給費

は、第１３条に規定する支給限度額の管理の対象外とする。 

９ 前各項に定めるもののほか、加算及び減算の適用に関する基準は、省令第１４０

条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準に準じる。 

（３） 緩和型通所サービス 

種類 対象者 単位数 利用料 

ア 通所型緩和サービス（週

１回程度の通所） 

要支援１ 

事業対象者 

１月につき１，２

９５単位（４３単

位／日） 

１０円に単位数

を乗じて得た額

の１０／１００

（第１２条第２

項の適用を受けイ 通所型緩和サービス（週

２回程度の通所） 

要支援２ １月につき２，６

０７単位（８６単
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位／日） る者は２０／１

００、同条第３

項の適用を受け

る者は３０／１

００、第１７条

に規定する給付

制限を受けてい

る者のうち、第

１２条第１項又

は第２項の適用

を受ける者は３

０／１００、同

条第３項の適用

を受ける者は４

０／１００）に

相当する額 

ウ 通所型緩和サービス（週

１回程度の通所） 

要支援２ １月につき１，２

９５単位（４３単

位／日） 

エ 介護職員等処遇改善加算

（Ⅰ）（週１回程度の通

所） 

― 

１月につき１１９

単 位 （ ４ 単 位 ／

日） 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅰ）（週２回程度の通

所） 

― 

１月につき２４０

単 位 （ ８ 単 位 ／

日） 

備考 

１ エにより加算した単位数に係る第１号支給費は、第１３条に規定する支給限度額

の管理の対象外とする。 

２ 前項に定めるもののほか、加算の適用に関する基準は、省令第１４０条の６３の

２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準に準じる。 

（４） 短期集中通所サービス 

種類 対象者 利用料 

ア 短期集中通所サービス 事業対象者 

要支援１・２ 

利用者負担なし 

（５） 介護予防ケアマネジメント 

種類 対象者 単位 利用料 

ア 介護予防ケアマネジメン

ト 

要支援１・２ 

事業対象者 

１月につき４４２

単位 

利用者負担なし 

イ 初回加算 要支援１・２ 

事業対象者 

１月につき３００

単位 

ウ 委託連携加算 要支援１・２ １月につき３００

単位 

備考 

１ アについて、国が定める高齢者虐待防止措置の基準を満たさない場合は、４単位
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を減ずる。 

２ 前項に定めるもののほか、加算及び減算の適用に関する基準は、省令第１４０条

の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準に準じる。 
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第１号様式（第９条関係） 
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第２号様式（第９条関係） 

 



20/21 

第３号様式（第１０条関係） 
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第４号様式（第１０条関係） 

 


